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則
の
一
部
を
改
正
す
る
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則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
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課
）
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一

公

安

委

員

会

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

横

町

俊

明

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、

そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て

い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
交
通
規
制
の
対
象
か
ら
除
く
車
両
）

第
四
条

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

交
通
規
制
の
対
象
か
ら
除
く
車
両
は
、
道

路
標
識
等
に
よ
り
表
示
す
る
も
の
の
ほ

か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

三

車
両
の
通
行
禁
止
の
規
制
（
道
路
標

識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る

命
令
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
・
建
設

省
令
第
三
号
）
別
表
第
一
の
規
制
標
識

の
う
ち
、
「
車
両
通
行
止
め
」
、
「
二

輪
の
自
動
車
以
外
の
自
動
車
通
行
止

め
」
、
「
大
型
貨
物
自
動
車
等
通
行
止

め
」
、
「
大
型
乗
用
自
動
車
等
通
行
止

め
」
、
「
二
輪
の
自
動
車
・
一
般
原
動

機
付
自
転
車
通
行
止
め
」
、
「
特
定
小

型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
通
行
止

め
」
、
「
車
両
（
組
合
せ
）
通
行
止

め
」
、
「
普
通
自
転
車
等
及
び
歩
行
者

等
専
用
」
及
び
「
歩
行
者
等
専
用
」
の

標
識
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
「
指
定
方

向
外
進
行
禁
止
」
の
標
識
に
表
示
さ
れ

た
車
両
の
通
行
の
禁
止
を
い
う
。
）
の

対
象
か
ら
除
く
車
両
（
リ
か
ら
ク
に
掲

げ
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
通
行
禁
止
除

外
指
定
車
標
章
（
別
記
様
式
第
一
号
）

を
掲
出
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

災
害
救
助
、
人
命
救
助
、
水
防
活

動
又
は
消
防
活
動
の
た
め
使
用
中

（
当
該
用
務
を
終
了
し
、
車
両
の
通

（
交
通
規
制
の
対
象
か
ら
除
く
車
両
）

第
四
条

﹇
同
上
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

車
両
の
通
行
禁
止
の
規
制
（
道
路
標

識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る

命
令
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
・
建
設

省
令
第
三
号
）
別
表
第
一
の
規
制
標
識

の
う
ち
、
「
車
両
通
行
止
め
」
、
「
二

輪
の
自
動
車
以
外
の
自
動
車
通
行
止

め
」
、
「
大
型
貨
物
自
動
車
等
通
行
止

め
」
、
「
大
型
乗
用
自
動
車
等
通
行
止

め
」
、
「
二
輪
の
自
動
車
・
一
般
原
動

機
付
自
転
車
通
行
止
め
」
、
「
特
定
小

型
原
動
機
付
自
転
車
・
自
転
車
通
行
止

め
」
、
「
車
両
（
組
合
せ
）
通
行
止

め
」
、
「
普
通
自
転
車
等
及
び
歩
行
者

等
専
用
」
及
び
「
歩
行
者
等
専
用
」
の

標
識
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
「
指
定
方

向
外
進
行
禁
止
」
の
標
識
に
表
示
さ
れ

た
車
両
の
通
行
の
禁
止
を
い
う
。
）
の

対
象
か
ら
除
く
車
両
（
リ
か
ら
タ
に
掲

げ
る
車
両
に
つ
い
て
は
、
通
行
禁
止
除

外
指
定
車
標
章
（
別
記
様
式
第
一
号
）

を
掲
出
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

災
害
救
助
、
人
命
救
助
、
水
防
活

動
又
は
消
防
活
動
の
た
め
使
用
中
の

車
両

青
森
県
報
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号
外
第
五
十
九
号

令
和
七
年六

月
三
十
日

（
月
曜
日
）



行
禁
止
の
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
道

路
を
通
行
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
車
両

﹇
ロ
〜
へ

略
﹈

ト

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百

三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄

物
の
収
集
の
た
め
市
町
村
（
市
町
村

か
ら
一
般
廃
棄
物
の
収
集
の
委
託
を

受
け
た
者
を
含
む
。
）
が
使
用
中
の

車
両

﹇
チ
〜
ヌ

略
﹈

ル

専
ら
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
五
号
）
に
規
定
す
る
郵

便
物
の
集
配
又
は
電
気
通
信
事
業
法

（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六

号
）
に
規
定
す
る
電
報
の
配
達
の
た

め
使
用
中
の
車
両

ヲ

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二
百
一
号
）
に
規
定
す
る
医
師
又
は

歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
二
百
二
号
）
に
規
定
す
る
歯
科
医

師
が
緊
急
往
診
の
た
め
使
用
中
の
車

両
ワ

保
健
師
、
看
護
師
若
し
く
は
准
看

護
師
が
医
師
の
指
示
を
受
け
、
緊
急

訪
問
を
行
う
た
め
使
用
中
の
車
両
又

は
助
産
師
が
緊
急
訪
問
を
行
う
た
め

使
用
中
の
車
両

カ

﹇
略
﹈

ヨ

裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
五
十
九
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項

﹇
ロ
〜
へ

同
上
﹈

ト

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百

三
十
七
号
）
に
基
づ
く
一
般
廃
棄
物

の
収
集
の
た
め
使
用
中
の
車
両

﹇
チ
〜
ヌ

同
上
﹈

ル

専
ら
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
五
号
）
に
規
定
す
る
通

常
郵
便
物
の
集
配
又
は
電
報
の
配
達

の
た
め
使
用
中
の
車
両

ヲ

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二
百
一
号
）
に
基
づ
く
医
師
が
傷
病

者
の
緊
急
往
診
の
た
め
使
用
中
の
車

両
﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈

ワ

﹇
同
上
﹈

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈

に
規
定
す
る
執
行
官
が
執
行
官
法

（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
一

号
）
に
基
づ
く
職
務
の
執
行
の
た
め

使
用
中
の
車
両

タ

狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
に
規
定
す

る
犬
の
捕
獲
の
た
め
使
用
中
の
車
両

レ

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
百
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る

臨
検
検
査
の
た
め
使
用
中
の
車
両

ソ

環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第

九
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
国
又
は
地

方
公
共
団
体
が
公
害
調
査
の
た
め
使

用
中
の
車
両

ツ

検
察
官
、
検
察
事
務
官
及
び
刑
事

訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

三
十
一
号
）
第
百
九
十
条
の
規
定
に

よ
り
、
司
法
警
察
職
員
と
し
て
職
務

を
行
う
べ
き
者
が
犯
罪
の
捜
査
、
被

疑
者
の
逮
捕
、
令
状
の
執
行
及
び
検

証
の
た
め
使
用
中
の
車
両

ネ

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
九
十
一
号
）
に
規
定
す
る
電
波

の
監
視
若
し
く
は
電
波
の
質
の
是
正

又
は
不
法
に
開
設
さ
れ
た
無
線
局
若

し
く
は
不
法
に
設
置
さ
れ
た
高
周
波

利
用
設
備
の
探
査
の
た
め
使
用
中
の

車
両

ナ

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患

者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に

基
づ
き
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈
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感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延

の
防
止
の
た
め
使
用
中
の
車
両

ラ

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二

号
）
に
規
定
す
る
国
又
は
地
方
公
共

団
体
に
よ
る
虐
待
を
受
け
て
い
る
児

童
の
保
護
等
の
た
め
使
用
中
の
車
両

ム

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
徴

税
吏
員
が
滞
納
処
分
の
た
め
使
用
中

の
車
両

ウ

刑
務
所
、
少
年
院
又
は
少
年
鑑
別

所
が
行
う
収
容
、
護
送
業
務
の
た
め

使
用
中
の
車
両

ヰ

更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律

第
八
十
八
号
）
に
規
定
す
る
保
護
観

察
官
が
保
護
観
察
業
務
の
た
め
使
用

中
の
車
両

ノ

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
登

記
官
が
土
地
建
物
実
地
調
査
の
た
め

使
用
中
の
車
両

オ

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ

き
、
患
者
輸
送
車
又
は
車
い
す
移
動

車
と
し
て
登
録
を
受
け
、
歩
行
困
難

な
者
の
輸
送
の
た
め
使
用
中
の
車
両

﹇
号
の
細
分
を
削
る
。
﹈

ク

イ
か
ら
オ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
公
安
委
員
会
が
公
共
の
目
的
の

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
車

両

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈

カ

患
者
輸
送
車

ヨ

車
い
す
移
動
車

タ

イ
か
ら
ヨ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
公
安
委
員
会
が
公
共
の
目
的
の

た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
車

両

四

駐
車
禁
止
、
時
間
制
限
駐
車
区
間
及

び
高
齢
運
転
者
等
専
用
時
間
制
限
駐
車

区
間
の
規
制
の
対
象
か
ら
除
く
車
両

イ

前
号
に
規
定
す
る
車
両
。
た
だ

し
、
同
号
リ
か
ら
ク
ま
で
に
規
定
す

る
車
両
は
、
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車

標
章
（
別
記
様
式
第
二
号
）
を
掲
出

し
て
い
る
車
両
に
限
る
。

ロ

﹇
略
﹈

ハ

次
に
掲
げ
る
者
が
現
に
使
用
中
の

車
両
で
、
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標

章
（
別
記
様
式
第
二
号
。
他
の
都
道

府
県
公
安
委
員
会
の
交
付
に
係
る
も

の
で
、
当
該
都
道
府
県
内
に
限
り
効

力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
も
の
以
外
の

も
の
を
含
む
。
）
を
掲
出
し
て
い
る

も
の
（
（
ホ
）
に
あ
っ
て
は
昼
間

（
日
の
出
時
か
ら
日
没
時
ま
で
の
時

間
を
い
う
。
）
に
、
（
ヘ
）
に
あ
っ

て
は
青
森
県
内
に
限
る
。
）

（
イ
）

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三

号
）
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

の
う
ち
、
別
表
第
一
の
上
欄
に

掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令

第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
定

め
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る

四

駐
停
車
禁
止
、
駐
車
禁
止
及
び
時
間

制
限
駐
車
区
間
の
規
制
の
対
象
か
ら
除

く
車
両

イ

前
号
に
規
定
す
る
車
両
。
た
だ

し
、
同
号
リ
か
ら
タ
ま
で
に
規
定
す

る
車
両
は
、
駐
停
車
・
駐
車
禁
止
除

外
指
定
車
標
章
（
別
記
様
式
第
二

号
）
を
掲
出
し
て
い
る
車
両
に
限

る
。

ロ

﹇
同
上
﹈

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈
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障
害
を
有
し
、
歩
行
が
困
難
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
ロ
）

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭

和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八

号
）
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の

う
ち
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲

げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第

四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
の

二
に
定
め
る
重
度
障
害
の
程
度

に
該
当
す
る
障
害
を
有
し
、
歩

行
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
者

（
ハ
）

「
療
育
手
帳
制
度
に
つ
い

て
」
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二

十
七
日
厚
生
省
発
児
第
百
五
十

六
号
）
に
規
定
す
る
療
育
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う

ち
、
「
療
育
手
帳
制
度
の
実
施

に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
八
年

九
月
二
十
七
日
児
発
第
七
百
二

十
五
号
）
第
三
の
一
の
（
一
）

に
定
め
る
重
度
の
障
害
を
有
す

る
者

（
ニ
）

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者
の
う
ち
、
精
神
保
健
及
び

精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政

令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第

三
項
に
定
め
る
一
級
の
障
害
を

有
す
る
者

（
ホ
）

「
小
児
慢
性
特
定
疾
患
児
手

帳
交
付
事
業
の
実
施
に
つ
い

て
」
（
平
成
六
年
十
二
月
一
日

児
発
第
千
三
号
）
に
規
定
す
る

小
児
慢
性
特
定
疾
患
児
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
児
童

福
祉
法
第
二
十
一
条
の
九
の
六

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
慢
性
疾
患
及
び
当

該
疾
患
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
疾
患
の
状
態
の
程
度

（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
二
十
三
号
）
第
八
表
中
の

色
素
性
乾
皮
症
に
限
る
。
）

（
ヘ
）

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三

号
）
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

の
う
ち
、
公
安
委
員
会
が
移
動

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
者
と
認

め
る
も
の

ニ

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
に
規

定
す
る
放
置
車
両
の
確
認
及
び
標
章

の
取
付
け
の
た
め
現
に
使
用
す
る
車

両
で
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章

（
別
記
様
式
第
二
号
）
を
掲
出
し
て

い
る
も
の

﹇
号
の
細
分
を
加
え
る
。
﹈
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﹇
号
を
削
る
。
﹈

五

駐
車
禁
止
及
び
時
間
制
限
駐
車
区
間

の
規
制
の
対
象
か
ら
除
く
車
両

イ

次
に
掲
げ
る
者
が
現
に
使
用
中
の

車
両
で
、
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標

章
（
別
記
様
式
第
二
号
の
二
。
他
の

都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
交
付
に
係

る
も
の
で
、
当
該
都
道
府
県
内
に
限

り
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
も
の
以

外
の
も
の
を
含
む
。
）
を
掲
出
し
て

い
る
も
の
（
（
ホ
）
に
あ
っ
て
は
昼

間
（
日
の
出
時
か
ら
日
没
時
ま
で
の

時
間
を
い
う
。
）
に
、
（
ヘ
）
に

あ
っ
て
は
青
森
県
内
に
限
る
。
）

（
イ
）

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三

号
）
に
基
づ
く
身
体
障
害
者
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の

う
ち
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲

げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第

十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
定
め

る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障

害
を
有
し
、
歩
行
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
ロ
）

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭

和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八

号
）
に
基
づ
く
戦
傷
病
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う

ち
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ

る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩

給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四

十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
の
二

に
定
め
る
重
度
障
害
の
程
度
に

該
当
す
る
障
害
を
有
し
、
歩
行

が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

者

（
ハ
）

「
療
育
手
帳
制
度
に
つ
い

て
」
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二

十
七
日
厚
生
省
発
児
第
百
五
十

六
号
）
に
基
づ
く
療
育
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う

ち
、
「
療
育
手
帳
制
度
の
実
施

に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
八
年

九
月
二
十
七
日
児
発
第
七
百
二

十
五
号
）
第
三
の
一
の
（
一
）

に
定
め
る
重
度
の
障
害
を
有
す

る
者

（
ニ
）

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者
の
う
ち
、
精
神
保
健
及
び
精

神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三

項
に
定
め
る
一
級
の
障
害
を
有

す
る
者

（
ホ
）

「
小
児
慢
性
特
定
疾
患
児
手

帳
交
付
事
業
の
実
施
に
つ
い

て
」
（
平
成
六
年
十
二
月
一
日
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２

前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る

標
章
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

除
外
標
章
交
付
申
請
書
（
別
記
様
式
第
三

号
）
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
申
請
す
る
も

の
と
す
る
。

児
発
第
千
三
号
）
に
基
づ
く
小

児
慢
性
特
定
疾
患
児
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
る
者
（
児
童
福

祉
法
第
二
十
一
条
の
九
の
六
の

規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
慢
性
疾
患
及
び
当
該

疾
患
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
疾
患
の
状
態
の
程
度

（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
二
十
三
号
）
第
八
表
中
の

色
素
性
乾
皮
症
に
限
る
。
）

（
ヘ
）

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三

号
）
に
基
づ
く
身
体
障
害
者
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の

う
ち
、
公
安
委
員
会
が
移
動
が

著
し
く
困
難
で
あ
る
者
と
認
め

る
も
の

ロ

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
に
規

定
す
る
放
置
車
両
の
確
認
及
び
標
章

の
取
付
け
の
た
め
現
に
使
用
す
る
車

両
で
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章

（
別
記
様
式
第
二
号
の
二
）
を
掲
出

し
て
い
る
も
の

２

前
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定

す
る
標
章
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
項
第
三
号
の
通
行
禁
止
除
外
指
定

車
標
章
は
通
行
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
交

付
申
請
書
（
別
記
様
式
第
三
号
）
に
よ

り
、
同
項
第
四
号
の
駐
停
車
・
駐
車
禁
止

除
外
指
定
車
標
章
は
駐
停
車
・
駐
車
禁
止

除
外
指
定
車
標
章
交
付
申
請
書
（
別
記
様

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
標
章
の
種
別
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
第
三
号
リ
か
ら
ク
ま
で
、
第

四
号
イ
た
だ
し
書
及
び
同
号
二
に
規
定

す
る
車
両
に
係
る
標
章

イ

当
該
申
請
に
係
る
車
両
の
自
動
車

検
査
証
の
写
し
又
は
自
動
車
検
査
証

記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面

ロ

当
該
車
両
に
係
る
用
務
を
疎
明
す

る
書
面

﹇
号
の
細
分
を
削
る
。
﹈

二

第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両

に
係
る
標
章

イ

標
章
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
が
、
同
号
ハ
の
（
イ
）
か
ら

（
ヘ
）
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書

面
ロ

標
章
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

に
足
り
る
書
面

式
第
四
号
）
に
よ
り
、
同
項
第
五
号
の
駐

車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
は
駐
車
禁
止
除

外
指
定
車
標
章
交
付
申
請
書
（
別
記
様
式

第
四
号
）
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
申
請
す

る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
標
章
の
種
別
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
又
は
そ
の
写
し

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
第
三
号
リ
か
ら
タ
ま
で
に
規

定
す
る
車
両
に
係
る
標
章

イ

当
該
申
請
に
係
る
車
両
の
自
動
車

検
査
証

ロ

当
該
車
両
が
第
一
項
第
三
号
リ
か

ら
タ
ま
で
に
規
定
す
る
車
両
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る

書
面

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
青
森
県
警
察
本
部
長
が
必
要
と

認
め
る
書
面

二

第
一
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
車
両

に
係
る
標
章

イ

標
章
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
が
、
同
号
イ
の
（
イ
）
か
ら

（
ヘ
）
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書

面
ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
青
森

県
警
察
本
部
長
が
必
要
と
認
め
る
書

面
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４

公
安
委
員
会
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一

項
第
三
号
リ
か
ら
ク
ま
で
、
第
四
号
イ
の

た
だ
し
書
及
び
同
号
二
に
規
定
す
る
車
両

又
は
第
一
項
第
四
号
ハ
の
（
イ
）
か
ら

（
ヘ
）
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
が
使
用
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

標
章
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
第
三
号
リ
か
ら
ク
ま
で
、
第
四

号
イ
の
た
だ
し
書
及
び
同
号
二
に
規
定
す

る
車
両
又
は
第
一
項
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る

車
両
に
係
る
標
章
は
、
当
該
車
両
の
前
面

の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
（
以
下

「
標
章
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

７

標
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
標

章
を
亡
失
し
、
滅
失
し
、
汚
損
し
、
又
は

破
損
し
た
と
き
は
、
除
外
標
章
再
交
付
申

請
書
（
別
記
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
公
安

委
員
会
に
標
章
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

８

標
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
標

章
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き

は
、
除
外
標
章
記
載
事
項
変
更
届
（
別
記

様
式
第
四
号
の
二
）
に
記
載
事
項
の
変
更

を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
公
安
委
員
会

に
届
け
出
て
、
標
章
に
変
更
に
係
る
事
項

４

公
安
委
員
会
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

申
請
に
係
る
車
両
が
第
一
項
第
三
号
リ
か

ら
タ
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
又
は
同

項
第
五
号
イ
の
（
イ
）
か
ら
（
ヘ
）
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
使

用
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
標
章
を
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
第
三
号
リ
か
ら
タ
又
は
第
五
号

イ
に
掲
げ
る
車
両
に
係
る
標
章
は
、
当
該

車
両
の
前
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

駐
停
車
・
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章

又
は
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
（
以
下

「
標
章
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

の
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

公
安
委
員
会
は
、
標
章
の
交
付
を
受
け

た
者
が
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
違
反

し
た
と
き
は
、
当
該
標
章
の
返
納
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
略
﹈

（
警
察
署
長
の
駐
車
許
可
）

第
九
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
警
察
署
長
の
駐
車
許
可
は
、
車
両
に

係
る
駐
車
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
場
合
に
、
許
可
す
る
も
の
と
す

る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

四

駐
車
可
能
な
場
所
に
つ
い
て
、
次
に

掲
げ
る
範
囲
内
に
路
外
駐
車
場
、
路
上

駐
車
場
及
び
駐
車
が
禁
止
さ
れ
て
い
な

い
道
路
の
部
分
の
い
ず
れ
も
存
在
せ

ず
、
又
は
こ
れ
ら
の
利
用
が
困
難
と
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

重
量
若
し
く
は
長
大
な
貨
物
の
積

卸
し
又
は
身
体
の
障
害
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
移
動
が
困
難
な
者
の
輸
送

の
た
め
に
用
務
先
の
直
近
に
駐
車
す

る
必
要
が
あ
る
車
両
に
あ
っ
て
は
、

当
該
用
務
先
の
直
近

ロ

﹇
略
﹈

２

法
第
四
十
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
警

察
署
長
の
駐
車
許
可
は
、
車
両
に
係
る
駐

車
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

場
合
に
、
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。

７

公
安
委
員
会
は
、
標
章
の
交
付
を
受
け

た
者
が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し

た
と
き
は
、
当
該
標
章
の
返
納
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

８

﹇
同
上
﹈

（
警
察
署
長
の
駐
車
許
可
）

第
九
条

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
警
察
署
長
の
駐
車
許
可
は
、
車
両
に

係
る
駐
車
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
場
合
又
は
警
察
署
長
が
や
む
を
得

な
い
と
認
め
る
場
合
に
許
可
す
る
も
の
と

す
る
。

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

四

駐
車
可
能
な
場
所
に
つ
い
て
、
次
に

掲
げ
る
範
囲
内
に
、
路
外
駐
車
場
、
路

上
駐
車
場
及
び
駐
車
が
禁
止
さ
れ
て
い

な
い
道
路
の
部
分
の
い
ず
れ
も
存
在
せ

ず
、
又
は
こ
れ
ら
の
利
用
が
お
よ
そ
不

可
能
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

イ

重
量
物
又
は
長
大
な
貨
物
の
積
卸

し
で
用
務
先
の
直
近
に
駐
車
す
る
必

要
が
あ
る
車
両
に
あ
っ
て
は
、
当
該

用
務
先
の
直
近

ロ

﹇
同
上
﹈

２

法
第
四
十
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
警

察
署
長
の
駐
車
許
可
は
、
車
両
に
係
る
駐

車
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
又

は
警
察
署
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
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一

﹇
略
﹈

二

申
請
の
場
所
及
び
方
法
が
、
次
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

イ

﹇
略
﹈

ロ

方
法
に
つ
い
て
は
、
交
通
に
危
険

を
生
じ
、
又
は
交
通
を
著
し
く
阻
害

す
る
方
法
で
な
い
こ
と
。

三

駐
車
に
係
る
用
務
が
、
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

﹇
略
﹈

ロ

当
該
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
い

て
道
路
標
識
等
に
よ
り
表
示
さ
れ
た

時
間
内
の
駐
車
そ
の
他
駐
車
違
反
と

な
ら
な
い
方
法
に
よ
る
こ
と
が
お
よ

そ
不
可
能
と
認
め
ら
れ
る
用
務
で
あ

る
こ
と
。

ハ

﹇
略
﹈

四

駐
車
可
能
な
場
所
に
つ
い
て
、
次
に

掲
げ
る
範
囲
内
に
、
路
外
駐
車
場
、
路

上
駐
車
場
及
び
駐
車
が
禁
止
さ
れ
て
い

な
い
道
路
の
部
分
の
い
ず
れ
も
存
在
せ

ず
、
又
は
こ
れ
ら
の
利
用
が
困
難
と
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

重
量
若
し
く
は
長
大
な
貨
物
の
積

卸
し
又
は
身
体
の
障
害
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
移
動
が
困
難
な
者
の
輸
送

の
た
め
に
用
務
先
の
直
近
に
駐
車
す

る
必
要
が
あ
る
車
両
に
あ
っ
て
は
、

場
合
に
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。

一

﹇
同
上
﹈

二

申
請
の
場
所
及
び
方
法
が
、
次
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

﹇
同
上
﹈

ロ

方
法
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
法
で

駐
車
す
る
こ
と
に
よ
り
、
交
通
に
危

険
を
生
じ
、
又
は
交
通
を
著
し
く
阻

害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
こ
と
。

三

駐
車
に
係
る
用
務
が
、
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

﹇
同
上
﹈

ロ

当
該
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
お
い

て
道
路
標
識
等
に
よ
り
表
示
さ
れ
た

時
間
以
内
の
駐
車
そ
の
他
駐
車
違
反

と
な
ら
な
い
方
法
に
よ
る
こ
と
が
お

よ
そ
不
可
能
と
認
め
ら
れ
る
用
務
で

あ
る
こ
と
。

ハ

﹇
同
上
﹈

四

駐
車
可
能
な
場
所
に
つ
い
て
、
次
に

掲
げ
る
範
囲
内
に
、
路
外
駐
車
場
、
路

上
駐
車
場
及
び
駐
車
が
禁
止
さ
れ
て
い

な
い
道
路
の
部
分
の
い
ず
れ
も
存
在
せ

ず
、
又
は
こ
れ
ら
の
利
用
が
お
よ
そ
不

可
能
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

イ

重
量
物
又
は
長
大
な
貨
物
の
積
卸

し
で
用
務
先
の
直
近
に
駐
車
す
る
必

要
が
あ
る
車
両
に
あ
っ
て
は
、
当
該

用
務
先
の
直
近

当
該
用
務
先
の
直
近

ロ

﹇
略
﹈

３

前
二
項
の
駐
車
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
駐
車
許
可
申
請
書
（
別
記
様
式

第
五
号
）
を
二
通
、
駐
車
し
よ
う
と
す
る

場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
警
察
署
長
が
緊

急
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
は
、
当
該
申
請
書
に
よ
ら
な
い
で
許

可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
警
察
署
長
が
認
め
た
と
き

は
、
一
部
又
は
そ
の
全
部
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

当
該
申
請
に
係
る
車
両
の
自
動
車
検

査
証
の
写
し
又
は
自
動
車
検
査
証
記
録

事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面

二

当
該
申
請
に
係
る
場
所
及
び
そ
の
周

辺
の
見
取
図
（
建
物
又
は
施
設
の
名

称
、
道
路
状
況
等
が
判
別
で
き
る
も
の

で
、
当
該
申
請
に
係
る
場
所
に
印
を
付

し
た
も
の
）

三

当
該
申
請
に
係
る
用
務
を
疎
明
す
る

書
面

５

第
三
項
に
お
い
て
、
用
務
の
性
質
上
、

当
該
申
請
に
係
る
場
所
が
、
青
森
県
内
の

二
以
上
の
警
察
署
の
管
轄
区
域
に
及
ぶ
場

合
は
、
申
請
書
を
い
ず
れ
か
の
警
察
署
長

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

﹇
略
﹈

ロ

﹇
同
上
﹈

３

前
二
項
の
駐
車
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
駐
車
許
可
申
請
書
（
別
記
様
式

第
五
号
）
に
よ
り
、
駐
車
し
よ
う
と
す
る

場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
申
請
す
る

も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
請
に
係
る
車
両
の
自
動
車
検

査
証

二

当
該
申
請
に
係
る
場
所
及
び
そ
の
周

辺
の
見
取
図
（
建
物
又
は
施
設
の
名
称

等
が
判
別
で
き
る
も
の
で
当
該
申
請
に

係
る
場
所
に
印
を
付
し
た
も
の
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
青

森
県
警
察
本
部
長
が
必
要
と
認
め
る
書

面

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

５

﹇
同
上
﹈
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７

警
察
署
長
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
は
、
駐
車

許
可
証
（
別
記
様
式
第
五
号
）
を
交
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項

た
だ
し
書
き
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

８

﹇
略
﹈

９

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付

を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
証
を
亡
失

し
、
滅
失
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
た

と
き
は
、
駐
車
許
可
証
再
交
付
申
請
書

（
別
記
様
式
第
五
号
の
二
）
に
よ
り
、
当

該
許
可
証
を
交
付
し
た
警
察
署
長
に
許
可

証
の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。第

七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付

を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
証
の
記
載
事

項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
駐
車
許
可

証
記
載
事
項
変
更
届
（
別
記
様
式
第
五
号

の
三
）
に
記
載
事
項
の
変
更
を
証
す
る
書

面
を
添
え
て
当
該
許
可
証
を
交
付
し
た
警

察
署
長
に
届
け
出
て
、
許
可
証
に
変
更
に

係
る
事
項
の
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

警
察
署
長
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
た
と
き
、
又

は
道
路
に
お
け
る
危
険
を
防
止
し
、
そ
の

他
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め
特
別

の
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
許
可
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付

６

警
察
署
長
は
、
駐
車
を
許
可
す
る
場
合

は
、
駐
車
許
可
証
（
別
記
様
式
第
五
号
）

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

﹇
同
上
﹈

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許

可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
許
可

証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付

を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
駐

車
許
可
証
（
第
三
号
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
発
見
し
、
又
は
回
復
し
た
駐
車
許
可

証
）
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

駐
車
許
可
の
期
間
が
満
了
し
た
と

き
。

二

駐
車
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
理
由

が
な
く
な
っ
た
と
き
。

三

駐
車
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後

に
お
い
て
亡
失
し
た
駐
車
許
可
証
を
発

見
し
、
又
は
回
復
し
た
と
き
。

（
高
齢
運
転
者
等
標
章
の
返
納
手
続
）

第
九
条
の
二

法
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
高
齢
運
転
者
等
標
章
を
返

納
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
高
齢
運
転
者
等

標
章
返
納
届
（
別
記
様
式
第
五
号
の
四
）

に
高
齢
運
転
者
等
標
章
を
添
え
て
、
公
安

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
項
を
加
え
る
。
﹈

（
高
齢
運
転
者
等
標
章
の
返
納
手
続
）

第
九
条
の
二

法
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
高
齢
運
転
者
等
標
章
を
返

納
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
高
齢
運
転
者
等

標
章
返
納
届
（
別
記
様
式
第
五
号
の
二
）

に
高
齢
運
転
者
等
標
章
を
添
え
て
、
公
安

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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﹇
様
式
を
削
る
。
﹈

﹇
様
式
を
加
え
る
。
﹈

﹇
様
式
を
加
え
る
。
﹈

﹇
様
式
を
加
え
る
。
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使

用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な

す
。

２

旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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（ ）12青 森 県 報 号外第59号令和７年６月30日 月曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


